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★　携帯、インターネットの有料サイトについて

（相談事例１）　　＜SNSから誘導された有料サイト＞　　　　　福岡市消費生活センター
　　インターネットの会員制コミュニティサイトで知り合った女性から「このコミュニティサイトを退会するので別のサイトで連絡を取らないか」と誘われ、紹介された別のサイトに登録した。女性からは完全無料と聞いていたので安心してメールのやり取りをしていたが、ある日突然、サイト利用料を請求された。
（相談事例２）　　＜無料サイト表示のはずが・・＞　　　　　　飯塚市消費生活センター

　　A君（１８歳）は、携帯に突然入ってきたメールが無料サイトと書いてあったので、興味半分でクリックしたところ、「登録ありがとうございます。登録代３万８千円を３日以内に支払うように」と書いた表示がでたので、びっくりして相談にきた。

（解説）
　　電子契約法では、登録の際に、 eq \o\ac(○,1)その操作が申し込みの意思表示となることを消費者が確認することができる画面を設定すること、 eq \o\ac(○,2)最終的に申し込みを送信する前に申し込み内容を確認し訂正できる機会を与える画面を設定すること、とされています。事例１では、登録画面に有料サイトであることを確認できる画面が設定されていなかったことから、電子契約法による錯誤無効が主張できます。料金を支払う必要はありません。
　　また、事例２のように、虚偽の表示でサイトを開かせ、代金をとる手口は詐欺です。アドレスを変更し、登録番号以外の電話にはでないようにしましょう。
　　　
（アドバイス）

· 事例１のコミュニティサイトは、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）といわれる会員制のサイトで、会員からの招待がないと参加できないものが多く、誰もが自由にアクセスできる一般のサイトに比べると信頼性が高いと思われがちです。しかし最近、SNSサイトから有料サイトに誘導され、思いも寄らない請求を受けたという相談が寄せられています。会員制とはいえ姿の見えない付き合いです。会員すべてが善良であると考えるのは危険でしょう。今後、迷惑メールの規制が厳しくなれば、同様のトラブルが増えるおそれもあります。
· 無料という表示には気をつけて下さい。安易に開かないことです。
しかし、サイトを開いただけで代金が発生することはありません。一方的な代金設定に応じることはありません。

　　○　困ったときは、自分で判断せず、最寄の警察署や消費生活センターに相談しましょう。
	　～困ったときは気軽にご相談下さい。～　　各消費生活センターの相談窓口

＊電話のかけ間違いにご注意下さい。

　   

　福岡県　　０９２－６３２－０９９９（日曜日も電話相談可）

　福岡市　　０９２－７８１－０９９９（第２・第４土曜日も電話相談可）

　北九州市　０９３－８６１－０９９９（土曜日も相談可）

　久留米市　０９４２－３０－７７００　　　　飯塚市０９４８－２２－０８５７

　宗像市　　０９４０－３３－５４５４


　　　　　　　　　

